
伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、保育所における地域の需要に応じた幅広い活動を推進するとともに、

年度途中における乳児の需要への対応を図るため、乳児保育促進事業を実施する社会福

祉法人等（以下「社会福祉法人等」という。）に対し、予算の範囲内において伊勢原市

乳児保育促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、伊勢原

市補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第１９号。以下「規則」という。）に

規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象）

第２条 補助の対象とする乳児保育促進事業（以下「補助事業」という。）は、年度当初

において児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３３条第２項及び

その他の補助金等の配置基準に規定する数の保育士のほか、乳児保育のための保育士

を配置し、年度途中入所の需要等に対応する事業とし、補助金の交付対象とする保育

所は次の各号に該当する保育所とする。

(1) 年度当初における乳児（保育の実施年齢が０歳の児童）の入所児童数が、前年度末

における乳児の入所児童数に比して４人以上少ない市内認可保育所であること。

(2) 補助事業における乳児保育のための保育士は、乳児保育の実施に当たるほか、必要

に応じ、年度途中入所児童のための入所前指導や地域に住む育児休業中の保護者とそ

の児童に対し、保育についての相談、指導等を実施すること。

（補助金の額）

第３条 前条に規定する補助事業の補助金の額は、別表に定める乳児保育促進事業補助金

交付基準（以下「交付基準」という。）により算出した補助基準額（限度額）と社会福

祉法人等が支出した交付基準に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を

控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

（交付申請）

第４条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、伊勢原市乳児保育促進事業補

助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。

(1) 乳児保育促進事業補助金算出内訳書・実績内訳書（第２号様式）

(2) 乳児保育促進事業実施計画書・実績書（第３号様式）

（交付決定）

第５条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、補助金を交付すべきものと決定した

ときは、伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定通知書（第４号様式）により通知す

るものとする。

（変更交付申請）

第６条 前条の通知を受けた者が、補助金の交付申請額を変更しようとする場合は、伊勢

原市乳児保育促進事業補助金変更交付申請書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。

(1) 乳児保育促進事業補助金算出内訳書・実績内訳書

(2) 乳児保育促進事業実施計画書・実績書



（変更交付決定）

第７条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、交付する補助金額を変更すべきもの

と決定したときは、伊勢原市乳児保育促進事業補助金変更交付決定通知書（第６号様

式）により通知するものとする。

（変更等の承認）

第８条 規則第６条の規定により補助金の交付決定を受けた事業（以下「交付決定事業」

という。）の内容若しくは経費の配分の変更（次条に定める軽微な変更を除く。）又は

中止若しくは廃止をしようとする場合は、伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定事

業変更（中止・廃止）承認申請書（第７号様式）に変更又は中止若しくは廃止の理由等

を記載し、関係資料を添付して市長に提出しなければならない。

２ 市長は、伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定事業変更（中止・廃止）承認申請

書が提出され、審査等の結果、変更又は中止若しくは廃止すべきものと決定したときは、

伊勢原市乳児保育促進事業補助金変更（中止・廃止）承認決定通知書（第８号様式）に

より通知するものとする。

（補助金の交付）

第９条 補助金は、補助事業等の完了前に交付するものとする。

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、伊勢原市乳児保育促進事業

補助金交付請求書（第９号様式）に伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定通知書又

は伊勢原市乳児保育促進事業補助金変更交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しな

ければならない。

（実績報告）

第１０条 規則第１４条に規定する実績報告は、伊勢原市乳児保育促進事業補助金実績報

告書（第１０号様式）により、次に掲げる書類を添えて当該会計年度終了後、速やかに

市長に提出しなければならない。

(1) 乳児保育促進事業補助金算出内訳書・実績内訳書

(2) 乳児保育促進事業実施計画書・実績書

（委任）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（令和４年３月３１日告示第５１号）

この告示は、公表の日から施行する。



別表（第３条関係）
乳児保育促進事業補助金交付基準

経 費 名 対 象 経 費 補助基準額(限度額)

乳児保育促進 補助対象事業における乳児保育 年間 ６００，０００円

事 業 のための保育士の雇用並びに年度

途中入所児童の入所前指導、地域

に住む育児休業中の保護者及びそ

の児童に対する保育相談等の実施

に要する経費



第１号様式（第４条関係）

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を

添えて申請します。

１ 交付申請額 円

２ 補助事業等の目的及び内容

３ 添付書類

(1) 乳児保育促進事業補助金算出内訳書・実績内訳書

(2) 乳児保育促進事業実施計画書・実績書



第２号様式（第４条、第６条、第１０条関係）

施設名

補 助 事 業 費 寄 付 金 そ の 差 引 額 補 助 基 準 額 補 助 基 本 額

支 出 予 定 額 他 の 収 入 額
　　　　Ａ 　　　　Ｂ Ａ－Ｂ＝Ｃ 　　　　Ｄ Ｅ

円 円 円 円 円

　

（注） １　Ｅ蘭は、Ｃ欄とＤ欄を比較していずれか少ない方の額を記入してください。

２　Ｄ蘭は、補助金交付基準に基づく額を記入してください。

３　寄附金その他の収入欄には、保護者負担を含む。

年度 乳児保育促進事業補助金算出内訳書・実績内訳書

合　　　　　計

区　　　　　分



第３号様式（第４条、第６条、第１０条関係）

施設名　　　　　　　　　  

定　員 本年度４月入所乳児数② 差引（①－②） 年度途中の受入（予定）乳児数

人 人 人 人 人 人

実施年月日 参加人数 （主な内容）

実施年月日 参加人数 （主な内容）

実施年月日 参加人数 （主な内容）

その他乳児保育の促進
を図るために実施する
事業

地域の育児休業中など
の保護者とその児童に
対する保育についての
相談・指導

年 度 乳 児 保 育 促 進 事 業 実 施 計 画 書 ・ 実 績 書

本年度４月入所児童数 前年度３月入所乳児数①

育児休業中の保護者等
に対する入所前指導



第４号様式（第５条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで申請のありました伊勢原市乳児保育促進事業補助金

については、伊勢原市補助金等の交付規則第６条の規定に基づいて、次のとおり決定

しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 補助金交付決定額 円

２ 交付条件

(1) 補助の対象となる事業は、 年 月 日付け申請書記載のとおりとする。

(2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く ）を。

しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受け

ること。

(4) 補助の目的に反するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがあ

る。

(5) この補助金は、 回に分割して交付する。

（事務担当は、 ）



第５号様式（第６条関係）

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金変更交付申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで交付決定を受けた 年度伊勢原市乳児保育促進事

業補助金について、補助事業の内容を変更し、補助金の変更交付を受けたいので、関

係書類を添えて申請します。

１ 補助金額

（1) 変更交付申請額 円

（2) 既交付決定額 円

（3) 追加（減少）補助金額 円

２ 変更内容

３ 変更理由

４ 添付書類

(1) 乳児保育促進事業補助金算出内訳書・実績内訳書

(2) 乳児保育促進事業実施計画書・実績書



第６号様式（第７条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金変更交付決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで提出されました変更交付申請書の内容を審査した結

果、次のとおり変更交付決定しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 決定金額

（1) 変更交付決定額 円

（2) 既交付決定額 円

（3) 追加（減少）補助金額 円

２ 交付条件

(1) 補助の対象となる事業は、 年 月 日付け申請書記載のとおりとする。

(2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く ）を。

しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受け

ること。

(4) 補助の目的に反するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがあ

る。

(5) この補助金は、 回に分割して交付する。

（事務担当は、 ）



第７号様式（第８条関係）

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定事業変更（中止・廃止）

承認申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

次のとおり伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定事業の変更（中止・廃止）に

ついて承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１ 変更の内容

（変更前）

（変更後）

２ 変更の理由



第８号様式（第８条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金変更（中止・廃止）承認決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで提出されました変更（中止・廃止）申請書の内容を

審査した結果、次のとおり承認しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

変更（中止・廃止）の内容

（事務担当は、 ）



第９号様式（第９条関係）

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付請求書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

請求者名称及び

代表者氏名

印

交付決定のありました伊勢原市乳児保育促進事業補助金の交付を受けたいので、関

係書類を添えて請求します。

１ 交付決定通知額 円

２ 既交付額 円

３ 今回交付請求額 円

４ 未交付額 円

５ 添付書類

□伊勢原市乳児保育促進事業補助金交付決定通知書の写し

□伊勢原市乳児保育促進事業補助金変更交付決定通知書の写し

（注）上記のいずれかにレ印を付けてください。



第１０号様式（第１０条関係）

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金実績報告書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

補助事業者名称

及び代表者氏名

年度伊勢原市乳児保育促進事業補助金に係る実績を次のとおり報告します。

１ 交付決定額 円

２ 実 績 額 円

３ 不 用 額 円

４ 添付書類

(1) 乳児保育促進事業補助金算出内訳書・実績内訳書

(2) 乳児保育促進事業実施計画書・実績書


